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障がいのある方の就労の機会拡大を図り、安心

して働き続けられるよう、職業相談、就労準備支

援、職場開拓、職場定着支援等を行っています。 

■対 象 

区内在住の障がいのある方とその家族・関係者 

■利用方法 

電話・ＦＡＸで予約してください。 

 

■受付時間 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

10時～18時 

■問い合わせ先 

渋谷区障害者就労支援センター 

ハートバレーしぶや 

〒150-0041 神南1-19-8 勤労福祉会館内 

電話 3462-2513  ＦＡＸ 3462-2820 

 

 

 

障がいのある方の職業相談や職業紹介、職業訓

練施設への受講のあっせんなどを行っています。 

また、手話による相談日もあります。 

 

 

■問い合わせ先 

ハローワーク渋谷 専門援助第二部門 

〒150-0041 神南1-3-5 

電話 3476-8609 部門コード44＃ 

ＦＡＸ ３４７６-０９８８ 

 

 

 

就労を希望しながらも、障がいをはじめ、社会的、

経済的、その他の事由により就労が困難な人に、

就労準備から就労後の定着までを支援します。 

■支援の流れ （要申込） 

① 就労支援計画作成 

専任アドバイザーが希望を聴き取り、課題や

就労までのステップを確認します。 

② 就労に向けた準備 

生活リズムを取り戻すためのプログラム、パ

ソコン、社会人力向上等の各種スキルアップ

講座を行います。 

③ 職場見学・職場体験 

職場の雰囲気を知るための見学・体験を行い

ます。専任の支援員が企業へ同行します。 

④ 就労活動支援 

採用面接等に専任の支援員が同行します。 

条件の調整等をした求人の紹介も行います。 

⑤ 定着支援 

就労後、本人と就労先にヒアリングをして、課

題解決に向けたサポートを行います。 

■支援期間 

・ 就労支援（①～④）：1年間 

・ 定着支援（⑤）：6か月間 

■受付時間 

月曜日～金曜日 9時～20時 

土曜日 9時～17時 

（祝日、年末年始12月29日～1月3日を除く） 

■問い合わせ先 

公益財団法人 東京しごと財団 

東京しごとセンター 専門サポートコーナー 

〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 10階 

電話 5211-8701 

ホームページ 

 https://tokyoshigoto-senmon.com 

仕 事 

渋谷区障害者就労支援センター ハートバレーしぶや 

ハローワーク渋谷 

東京しごとセンター 専門サポートコーナー 
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下記の目的で一定の資金を必要とするときに、保証人有なら無利子、無なら年1.5％で資金を貸し付

けます。詳しくは61ページに掲載しています。 

■資金の目的 

・ 就職の支度に必要な経費（スーツ・靴・通勤定期等の購入費） ※採用通知等が必要 

・ 生業（自営業）を営むために必要な経費 ※中小企業診断士との面接があります。 

・ 技能習得に必要な経費 ※貸付対象となる学校、講座のみ 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階  電話 5457-2200  ＦＡＸ 3476-4904 

 

 

[障害者雇用就業総合推進事業] 

ハローワークや地域の障害者就労支援機関、企業等の関係機関と連携して、障害のある方の一般就労

に向けた普及啓発から就業相談、企業とのマッチング、職場定着までの各種事業を行います。 

[東京ジョブコーチ支援事業] 

障害のある方が就職し、新しい職場で円滑に働き続けられるように、また、雇用する企業がスムーズに

受け入れられるように、都独自の「東京ジョブコーチ」が訪問し、障害者の作業適応支援や職場内の環

境調整など、職場定着に向けた支援をします。 

[障害者委託訓練事業] 

ハローワークと連携し、障害のある方が仕事をするうえで必要な知識や技能を身につけるため、地域

の様々な機関を活用した短期の職業訓練を実施します。 

[障害者雇用就業サポートデスク] （東京しごとセンター10階） 

障害者雇用を検討している企業の皆様や就職を希望する障害のある方などに、職場体験実習や東京

ジョブコーチ支援事業、障害者委託訓練事業等の紹介、その他必要な情報を提供しています。（職業紹

介はしていません。事前予約制です。） 

■問い合わせ先 

公益財団法人 東京しごと財団 障害者就業支援課 

〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階 

電話 5211-2681  ホームページ https://www.shigotozaidan.or.jp/shkn 

コ ー ス 名 内 容 

知識・技能習得訓練コース パソコン基礎・応用、清掃、軽食喫茶業務など 

障害者向け日本版デュアルシステム 事務作業で必要なパソコン操作と職場実習など 

実践能力習得訓練コース 事務補助、清掃など 

ｅ-ラーニングコース 
都内在住で、通所困難な障害のある方が対象。 

Ｗeb制作実践講座など 

在職者訓練コース 雇用継続に必要なパソコンスキルアップなど 

東京しごと財団 障害者就業支援課 

生活福祉資金の貸付（就職・自営業・技能習得） 
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ハローワーク等の関係機関と密接な連携を保ち

ながら、次の業務を行っています。 

対 象 内 容 

障がいのある方に 
職業相談、職業評価、職業準

備支援、職場適応支援 

障がいのある方と

事業主の双方に 

ジョブコーチ支援、 

精神障がい者職場復帰支援

（リワーク支援等） 

事業主の方に 

障がいのある方の雇用管理

等に関する相談と支援、管理

サポート講習会等 

関係機関の方に 

職業リハビリテーションに関

する技術的な助言や援助、就

業支援基礎研修・実践研修等 

 

 

 

■受付時間 

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） 

8時45分～17時 

※ 相談は予約制です。事前に電話でお問い合わ
せください。 

■問い合わせ先 

○ 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援 

機構東京支部 東京障害者職業センター 

〒110-0015 台東区東上野4-27-3 

上野トーセイビル3階 

電話 6673-3938  FAX 6673-3948 

Eメール tokyo-ctr@jeed.go.jp 

○ リワークセンター東京（リワーク支援のみ） 
〒111-0041 台東区元浅草3-18-10 

上野ＮＳビル7階 

電話 5246-4881  ＦＡＸ 5246-4882 

 

 

 

都立職業能力開発センターで訓練を受けること

が困難な障がいのある方のための職業訓練を

実施しています。身体障がいのある方で通所が

困難な方のために、寮の設備もあります。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 職業的自立が見込まれ、1日8時間の訓練を

受けられる方 

② 障がいもしくは病状が固定している方 

③ 集団生活に適応できる方 

④ 就職に必要な能力および意欲のある方 

⑤ （ＯＡ実務科のみ）重度視覚障がいのある方 

■訓練科目 

①ビジネスアプリ開発科 ②ビジネス総合事務科 

③グラフィックDTP科  ④ものづくり技術科 

⑤建築ＣＡＤ科  ⑥製パン科 

⑦調理・清掃サービス科 ⑧オフィスワーク科 

⑨職域開発科 ⑩就業支援科 

⑪実務作業科 

⑫OA実務科（重度視覚障がい者のみ） 

■訓練期間 

１年間（調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、

職域開発科は6か月間。就業支援科は3か月間） 

■費 用 

授業料は無料。ただし、作業服等は自己負担。 

■申込方法 

ハローワークで受付。毎年９月以降に募集（３か

月・６か月訓練科目は年４回募集）。詳細は、東京

障害者職業能力開発校にお問い合わせください。 

■問い合わせ先 

○ 東京障害者職業能力開発校 

〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 

電話 042-341-1427 

ＦＡＸ 042-341-1451 

○ ハローワーク渋谷 専門援助第二部門 

〒150-0041 神南1-3-5 

電話 3476-8609 部門コード 44# 

ＦＡＸ ３４７６-０９８８ 

 

東京障害者職業能力開発校 

東京障害者職業センター 
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① 視覚障がいのある方の就労支援 

視覚障がいのある方に就労の場を提供し、一般

就労をめざす方への支援も行っています。 

・ 就労継続支援B型（定員30名） 

・ 就労移行支援（定員30名） 

・ 就労定着支援 

② 視覚障がいのある方の就労に関する総合相談 

③ 職業能力開発訓練事業 

重度の視覚障がいのある方を対象に「OA実務

科（定員5名）」を設け、事務的職種への就職をめ

ざす方の支援・訓練を実施しています。 

（東京障害者職業能力開発校からの委託事業） 

■問い合わせ先 

社会福祉法人 日本視覚障害者職能開発センター 

〒160-0003 新宿区四谷本塩町2-5 

電話 3341-0900  FAX 3341-0967 

Eメール shokunou@jvdcb.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方々の自立に必要な職業指導や

職業訓練などを、一人ひとりの特性に合わせた

個別カリキュラムにより体系的に提供していま

す。企業ニーズや障がいのある方の状況に合わ

せて訓練を行い、訓練と並行して就職に向けた

さまざまな支援をしています。 

■対 象 

① 身体障がい、高次脳機能障がい、難病のあ
る方で、ハローワークに求職登録をしている

方 (通所が困難な方は、隣接する国立障害者

リハビリテーションセンターの寮が利用できま

す。) 

② 通所が可能な、精神障がい、発達障がい、知
的障がいのある方で、ハローワークに求職

登録をしている方 

■訓練科目 

・ メカトロ系（機械製図科、電子機器科、テクニ
カルオペレーション科） 

・ 建築系（建築設計科） 
・ ビジネス情報系（ＯＡシステム科、ＯＡ事務科、
経理事務科、ＤＴＰ・Ｗｅｂ技術科） 

・ 職域開発系（職業実務科、職域開発科） 
計4系10科 

■訓練期間 

原則1年間 

■費 用 

受講料は無料(ただし、科によって参考書・作業

衣・安全靴等が自己負担） 

■申込方法 

求職登録をしている公共職業安定所（ハローワ

ーク）を通じて、国立職業リハビリテーションセン

ターに入所の申請をしてください。 

入所機会は、年間10回あります。 

■問い合わせ先 

○ 国立職業リハビリテーションセンター 

〒359-0042 埼玉県所沢市並木4-2  

電話 04-2995-1201  

FAX 04-2995-1277 

ホームページ http://www.nvrcd.ac.jp/ 

○ ハローワーク渋谷 専門援助第二部門 

〒150-0041 神南1-3-5 

電話 3476-8609  部門コード 44# 

ＦＡＸ ３４７６-０９８８ 

 

 

国立職業リハビリテーションセンター 

日本視覚障害者職能開発センター 
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重度の障がいがあるため、一般の教育・訓練を

受けることが困難な方に、在宅での就労に必要

なコンピュータ技術の講習を行います。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 身体障害者手帳1～3級をお持ちの方で、外

出することが困難な方 

② 高校卒業程度の学力がある方 

③ 週4日以上、1日4～6時間の学習が可能な方 

 

 

 

■講習期間 

2年間（4月から翌々年3月まで） 

■費 用 

年間6万円 

■問い合わせ先 

社会福祉法人 東京コロニー 職能開発室 

〒170-0005 豊島区南大塚3-43-11 

福祉財団ビル6階 

電話 6914-0859  FAX 6914-0869 

ホームページ 

https://www.tocolo.or.jp/syokunou/ 

 

 

 

身体障害者手帳をお持ちの方が、たばこ小売販

売業の許可を申請した場合、許可基準の緩和措

置が適用されます。なお、この場合、病気その他

正当な理由がある場合のほかは、申請者が自ら

たばこ販売業に従事する必要があります。詳しく

はお問い合わせください。 

■対 象 

身体障害者手帳をお持ちの方 

 

 

 

 

■問い合わせ先 

○ 許可基準に関する問い合わせ先 

財務省 関東財務局 理財部 理財第三課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 

さいたま新都心合同庁舎１号館15階 

電話 048-600-1121 

FAX 048-600-1227 

○ 申請方法に関する問い合わせ先 

日本たばこ産業（株）東京支社 許可担当 

〒1３0-8603 墨田区横川1-17-7 

電話 6703-7704  ＦＡＸ 3624-6120 

 

 

 

15歳以上の知的障がいのある方を、一定期間、

職親（知的障がいのある方の更生援護に熱意を

有する事業経営者等）に委託し、就職に必要な生

活指導および技能習得訓練を行います。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 知的福祉係 

電話 3463-1978  FAX 5458-4935 

 

 

 

 

 

重度身体障害者在宅パソコン講習 

たばこ販売の許可 

職親委託 
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渋谷区内の障がい者支援事業所に通う当事者の方々が作成した自主製品などを販売しているお店で

す。実際に当事者の方が、自主製品の販売や喫茶での接客を行うお店もあります。お店はどなたでも、

ご利用いただけます。 

[ 販売店一覧 ] 

販売店名 （運営団体名） 所 在 地 

二の平渋谷荘内 売店 

（渋谷区障害者団体連合会） 
神奈川県足柄下群箱根町二の平1204 

河津さくらの里しぶや内 売店 

（渋谷区障害者団体連合会） 
静岡県賀茂郡河津町峰498番地の1 

みどり工房コミュニティカフェ部門 みどり食堂 千駄ヶ谷5-12-9 

渋谷まる福 （ホープ就労支援センター渋谷） 笹塚2-16-1 

おかし屋ぱれっと / 工房ぱれっと 東2-11-4 

むつみ工房ショップ 幡ヶ谷3-47-5 

セブンイレブン 渋谷区役所店 宇田川町1-1 渋谷区役所本庁舎1階 

ハチ公そば & 渋谷まる福PLUS 

（ホープ就労支援センター渋谷） 
宇田川町1-1 渋谷区役所本庁舎1階 

ローランズ原宿店 （ローランズプラスⅡ） 千駄ヶ谷3-54-15 ベルズ原宿ビル１階 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援団体の店 

障がい者支援事業所を紹介する冊子「つながりカタログ」を配布しています 

区内の障がい者支援事業所（就労継続支援A型・B型、生活介護）の活動や自主製品等を紹介する冊子

「つながりカタログ」を作成しています。豊富な写真で、日頃の活動の様子が伝わる冊子です。 

区のホームページ上で公開しているほか、障がい者福祉課でも配布しています。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 福祉計画推進係  電話 3463-1922  FAX 5458-4935 

※ 製品についての問い合わせや、発注、受託できる仕事については、各事業所に直接お問い合わせく
ださい。 


